
熊本市妊婦健康診査事業実施要綱 

 

                        制定 平成２１年４月１日子ども未来局長決裁 

                        改正 平成２３年１月１日子ども未来局長決裁 

                           平成２３年４月１日子ども未来局長決裁 

                           平成２４年９月１日健康福祉子ども局長決裁 

平成２７年４月１日健康福祉子ども局長決裁 

令和２年４月１日健康福祉局長決裁 

令和４年３月１６日健康福祉局長決裁 

令和５年３月２８日健康福祉局長決裁 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第１３条の規定に基づき、妊婦に対する健康診

査（以下「妊婦健診」という。）を実施することにより、妊婦の保健管理の向上を図ることを目的とする。 

（対象者） 

第２条 対象者は、本市に居住している妊婦であって、かつ、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基

づき、本市の住民基本台帳に記録されているものとする。 

（妊婦健診の実施） 

第３条 本市が実施する妊婦健診の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 妊婦一般健康診査 別表に定める内容 

(2) 妊婦精密健康診査 妊婦一般健康診査の結果、妊娠高血圧症候群など妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾

病の疑いがある妊婦に対し、必要に応じて行う妊婦一般健康診査以外の検査 

２ 前項に規定する妊婦健診を受診できる回数は、次の各号に定めるとおりとする。 

(1) 妊婦一般健康診査 妊娠届出時の妊娠週数に応じて１人につき１４回以内 

(2) 妊婦精密健康診査 必要に応じ１人につき１回 

（受診票の交付） 

第４条 市長は、対象者等が母子保健法第１５条の規定に基づく妊娠の届出をし、親子（母子）健康手帳を交付

する際に、併せて妊娠週数に応じた妊婦健康診査受診票（様式第１号から様式第１４号まで）及び妊婦精密健

康診査受診票（様式第１５号）を交付するものとする。 

（受診方法） 

第５条 妊婦健診は、市長が妊婦健診業務を委託した医療機関等（以下「委託医療機関等」という。）に対し、

対象者が親子（母子）健康手帳及び前条に規定する妊婦健康診査受診票又は妊婦精密健康診査受診票（以下「妊

婦健診受診票」と総称する。）を提出することにより行うものとする。ただし、里帰り出産等により熊本県外

の医療機関等で妊婦健診（次条において「里帰り健診等」という。）を受診しようとする場合は、この限りで

ない。 

（実施結果の報告） 

第６条 委託医療機関等は、妊婦健診の完了後、親子（母子）健康手帳及び妊婦健診受診票に必要事項を記入し、

市長に対して実施結果を毎月報告するものとする。 

（償還払い） 

第７条 市長は、第５条ただし書に規定する里帰り健診等を受診した対象者に対し、妊婦健診に要した費用（以

下「妊婦健診費用」という。）の全部又は一部を、対象者の申請に基づき支給することができる。 

２ 前項の妊婦健診費用の申請及び支給方法等については、市長が別に定める。 

（事後指導） 

第８条 市長は、妊婦健診の受診者に対し、委託医療機関等から送付された妊婦健診受診票に基づき、必要な事

後指導を行うものとする。 

 （補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

 

 



附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行日前に、熊本市妊婦健康診査実施要領の規定により、妊婦一般健康審査受診票（以下「妊婦

健診受診票」という。）の交付を受けた者であって、平成２１年１月２７日において分娩を行っていないものが

本市に申請を行った場合は、市長は、申請時の妊娠週数に応じて９回以内の妊婦健診受診票を追加交付するも

のとする。 

３ 市長は、前項の規定により妊婦健診受診票の追加交付を受けた者が、平成２１年１月２７日から妊婦健診受

診票を追加交付されるまでの間において、妊婦健診を受診しているときは、その健診費用について第６条の規

定を準用し、支給することができる。 

附 則 

この要綱は、平成２３年１月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２４年９月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正前の妊婦一般健康診査受診票（以下、「旧受診票」という。）の交付を受けた者が、旧受

診票を提出して妊婦健診を受ける場合の検査項目は、この要綱による改正前の別表に規定する検査項目とする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正前の妊婦一般健康診査受診票（以下、「旧受診票」という。）の交付を受けた者は、旧

受診票様式第９号は様式第１０号、旧受診票様式第１０号は様式第９号と読み替えて使用するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行後は、別表の規定を適用し、令和４年４月１日前に妊婦一般健康診査受診票の交付を受けた

者に対しても同様に適用する。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第３条関係） 

回数 週数 検 査 項 目 

初回 ～１１ 

健康状態の把握、定期検査、保健指導、血液型（ABO血液型・Rh血

液型・不規則抗体）、血算（貧血）、血糖、B型肝炎抗原検査、C型

肝炎抗体検査、梅毒血清反応検査、子宮頸がん検査(細胞診)、HIV

抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査、 

ＨＴＬＶ－１（成人Ｔ細胞白血病ウイルス）抗体検査 

クラミジア抗原検査（クラミジアトラコマチス核酸同定検査） 

膣分泌物細菌検査 

2 回 １２～１５ 健康状態の把握、定期検査、保健指導 

3 回 １６～１９ 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 

4 回 ２０～２３ 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 

5 回 

２４～３５ 

健康状態の把握、定期検査、保健指導 

6 回 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 

7 回 健康状態の把握、定期検査、保健指導 

8 回 健康状態の把握、定期検査、保健指導、血算(貧血)、血糖 

9 回 健康状態の把握、定期検査、保健指導 

10 回 健康状態の把握、定期検査、保健指導、ＧＢＳ 

11 回 ３６ 健康状態の把握、定期検査、保健指導、血算(貧血) 

12 回 ３７ 健康状態の把握、定期検査、保健指導、超音波 

13 回 ３８ 健康状態の把握、定期検査、保健指導 

14 回 ３９～ 健康状態の把握、定期検査、保健指導 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 

 



 


